
ＰＣＢ廃棄物処理基準

一　廃油
当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラ
ムにつき〇・五ミリグラム以下であること。

二　廃酸又は廃アルカリ
当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が
試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。

三　廃プラスチック類又は金属くず
当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着
していない、又は封入されていないこと。

四　陶磁器くず 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。
五　廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類、金属くず及び陶磁器くず以外

当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一
リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

出典：環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F18001000023.html)


